
 
（案） 

単　価　契　約　書 
 
　五所川原市（以下「発注者」という。）　と　　　　　　　（以下「受注者」という。）とは、受注者が薬品を発注

者に供給し、発注者が買い受けることについて次のとおり契約を締結する。 

 
（契約の要項） 
第１条　この契約の要項は、次のとおりとする。 

⑴　薬品名、単価、納入場所 
イ　上水道施設 

　ロ　工業用水道施設 

　　ただし、上記単価は消費税及び地方消費税抜きの価格である。 

⑵　規格及び品質          別紙水道施設使用薬品仕様書のとおり 
⑶　契 約 期 間　　　契約書取り交わしの翌日から令和9年3月31日まで 

（請求金額） 

第２条　代金の請求金額は、単価に納入数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金

額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）とする。 
（納入方法） 
第３条　受注者は、第1条第3号の契約期間中において、発注者の発注があるごとに発注者が指定する日までに契約対象

薬品（以下「現品」という。）を納入するものとする。 

２　前項の納入の際、受注者は、直ちに納品書を持ってその旨を発注者に通知するものとする。 
 
 

 
薬　品　名

単　　価 

(１kg当たり)
納　入　場　所

 
水道用ポリ塩化アルミニウム 　円 飯詰浄水場

 水道用次亜塩素酸ナトリウム 

（二級品）
円 飯詰浄水場、七和配水場

 
水道用液体苛性ソーダ 円 飯詰浄水場

 
水道用粉末活性炭 円 飯詰浄水場

 
希硫酸 円 川倉取水場

 
薬　品　名

単　　価 

(１kg当たり)
納　入　場　所

 
水道用ポリ塩化アルミニウム 円

工業用水道センター  水道用次亜塩素酸ナトリウム 

（二級品）
円

（検査） 
第４条　発注者は、前条第2項の通知を受けたときは、直ちに受注者の立ち会いのもとに検査を行うものとする。 
２　前項の検査の結果不良品があるときは、受注者は当該不良品を直ちに引き取り、発注者の指定する日までに良品を

納入するものとする。この場合においては、前条第2項及び前項の規定を準用する。 
（代金の支払） 
第５条　受注者は、前条第1項の検査に合格したときは、現品を納入した分について、その代金の支払を適法な請求書に

より発注者に請求することができる。 
２　発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に代金を支払うものとする。 
（事情変更） 
第６条　この契約締結後において、市場価格の著しい変動により契約単価が不適当となった場合は、発注者と受注者と

が協議のうえ、契約単価の変更を行うことができるものとする。 
（発注者の解除権） 
第７条　発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除すること 

ができる。 
⑴　受注者が、正当な理由なくして契約に違反したとき。 
⑵　受注者の責めに帰する理由により、この契約を完全に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

２　前項の規定により契約が解除された場合において、発注者に損害が生じたときは、受注者は、その損害を賠償しな

ければならない。 
（受注者の解除権） 
第８条　受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を

解除することができる。 
２　受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求する

ことができる。 
（費用負担） 
第９条　この契約による現品納入に至るまでに必要なすべての費用は、受注者の負担とする。 
（協議事項） 
第１０条　この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議のうえ定めるもの

とする。 
　この契約を証するため、この契約書を２通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その１通を保有するも

のとする。 
　 
　　令和　　年　　月　　日 
 

発注者　　五所川原市字布屋町41番地1 

五所川原市長　佐々木　孝昌 

 

受注者    


